
 
    公共埼第５２２－１号 

    令和５年１２月８日 

 

 各所属所長 様 

 

 

公立学校共済組合埼玉支部長 

（公印省略） 

 

地方公務員等共済組合法施行規程等の一部改正に伴う事務手続の変更について（通知） 

 

 令和５年９月２９日に「地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令」が公布、施行さ

れ、組合員等の資格取得時には、個人番号の提出が必須となりました。それに伴い公立学校共済組合

埼玉支部の事務手続を下記のとおり変更します。 

つきましては、改正内容、事務手続について、職員への周知をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 改正内容について 

（１）組合員資格取得届の記載事項の変更 

組合員・被扶養者の資格取得時に、個人番号の提出が必須となります。これは、地方公務員等共

済組合法施行規程第９３条第１項の改正により、「組合が地方公共団体情報システム機構から個人

番号の提供を受けることができるときは個人番号を当該組合員資格取得届に記載することを要し

ない」とするただし書きが削除されたためです。（被扶養者については、地方公務員等共済組合法

施行規程第９４条第１項、第２項） 

 

 

２ 事務手続について 

（１）個人番号に関する添付書類の追加 

  組合員、被扶養者ともに資格取得申請時※に必ず個人番号が記載された書類（マイナンバーカー 

 ドの写し等）を個人番号（マイナンバー）申告書（別紙様式）に貼り付けて提出してください。こ 

 の提出をもって資格取得届等に記載があったものとして取り扱います。 

 ※過去に公立学校共済組合に個人番号を提出済みであっても資格取得申請時には必要になります。 

  組合員は、新採用、他共済転入、他支部転入、再就職の場合に必要です。 

  被扶養者は、新規認定、再認定の場合に必要です。 

  詳しくは、公立学校共済組合埼玉支部のホームページを御確認ください。（３－（２）参照） 

 

（２）提出方法 

  送付方法については、漏洩、紛失等の事故を防止するため、できるだけ簡易書留など追跡可能な 

 方法で提出してください。なお、それ以外の方法の場合における紛失・未着などの事故の責任は一 

 切負いかねますので、予め御了承ください。 

改正前 改正後 

・地方公共団体情報システム機構から個人

番号の提供を受けられない場合のみ提出 

・組合員等資格を取得する際に全員提出 



 
３ その他 

（１）事務手続変更日 

  今回の改正に基づく事務手続の変更日は、令和６年１月１日です。事実発生日が、令和６年１月 

 １日以降の資格取得では、個人番号（マイナンバー）申告書（別紙様式）を提出してください。 

 

（２）ホームページの更新 

  組合員資格取得等手続提出一覧表、個人番号（マイナンバー）申告書（別紙様式）は公立学校共 

 済組合埼玉支部のホームページに掲載しています。 

  

  

 

 

（３）個人番号の取扱い等 

  各自治体・事業主が定める個人番号関係事務の要綱等に基づき適切にお取り扱いください。 

 

（４）個人番号の利用目的 

  公立学校共済組合の各事務における個人番号の利用目的は、福利のしおり（Ｐ．１７９）を御確 

 認ください。 

 

（５）個人番号（マイナンバー）申告書の保管・廃棄 

  提出された個人番号（マイナンバー）申告書は、キャビネットに施錠保管し、個人番号の登録・ 

 確認事務完了後に廃棄します。 

 

 

担当：資格管理担当 

電話：０４８－８３０－６６９４ 

公立学校共済組合埼玉支部ホームページ（諸届用紙【ダウンロード】） 

            （https://www.kouritu.or.jp/saitama/about/yousiki/index.html） 

https://www.kouritu.or.jp/saitama/about/yousiki/index.html


提出の理由をチェックしてください。

提出理由 提出枚数
□ 新規資格取得・被扶養者認定
□ 個人番号の修正 枚

組合員、被扶養者ともに資格取得申請時に必ず提出が必要です。

個人番号の記載された書類のため、適切にお取り扱いください。

貼り付け

貼り付け

 この申告書は、公立学校共済組合埼玉支部の資格を取得する組合員・被扶養者が、地方公務員等共済組合法施行規
程第９３条第１項、第９４条第１項、第２項に基づき、個人番号（マイナンバー）を申告いただく様式です。

組合員氏名

職員番号

所属所名

所属所コード

また、紛失防止のため、貼り付けたマイナンバーカードの写し、または、ホチキス止めした住民票の写しの枚数を記載してください。

（ゴム印を使用してください）

個人番号（マイナンバー）申告書

貼り付け

貼り付け

マイナンバーカード（個人番号カード）の番号記載面の写しを下記に貼り付けてください。
１枚の申告書に貼り付けられるマイナンバーカードの写しは４名までです。該当者が５名以上の場合は、申告書を２枚使用してください。
なお、マイナンバーの記載された住民票の写しを提出される場合は、この申告書にホチキス止めして提出してください。












